
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

議 案
第 ２ 号

令和５年度宇部市一般会計
予算

原 案 可 決 市政執行上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ３ 号

令和５年度宇部市介護保険
事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ４ 号

令和５年度宇部市国民健康
保険事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ５ 号

令和５年度宇部市後期高齢
者医療特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ６ 号

令和５年度宇部市農業集落
排水事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ７ 号

令和５年度宇部市中央卸売
市場事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ８ 号

令和５年度宇部市地方卸売
市場事業特別会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 ９ 号

令和５年度宇部市下水道事
業会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 １ ０ 号

令和５年度宇部市水道事業
会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

議 案
第 １ １ 号

令和５年度宇部市交通事業
会計予算

原 案 可 決 事業運営上、妥当な予算措置と認めた。

記

予 算 決 算 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算委員長  　岩　村　　誠   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年(2023年)３月２７日

  宇部市議会議長 　河　崎　　運    様
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歳出については、実施見込みに合わせた減

額補正のほか、コロナ禍、物価高騰に対応

するプレミアム付商品券や事業者に対する

エネルギー価格高騰対策の経費、また、国

の補正予算を活用して実施する小中学校施

設長寿命化事業費や繰上償還を実施するた

めの地方債償還元金、退職手当などを増額

補正し、歳入については、歳出に伴い国・

県支出金、市債などを補正するほか、収入

見込額に合わせ、市税等を補正するもので

あり、必要やむを得ないものと認めた。

歳出については、総務費、諸支出金、地域

支援事業費及び予備費を補正し、歳入につ

いては、支払基金交付金、国・県支出金及

び繰入金を補正するものであり、必要やむ

を得ないものと認めた。

歳出については、国民健康保険事業費納付

金及び予備費を補正し、歳入については、

繰入金を補正するものであり、必要やむを

得ないものと認めた。

歳出については、後期高齢者医療広域連合

納付金を補正し、歳入については、繰入金

を補正するものであり、必要やむを得ない

ものと認めた。

繰越明許費について、農業集落排水施設整

備事業を追加するものであり、必要やむを

得ないものと認めた。

収入及び支出額を実施見込みに合わせて補

正するものであり、必要やむを得ないもの

と認めた。

収入及び支出額を実施見込みに合わせて補

正するものであり、必要やむを得ないもの

と認めた。

議 案
第 １ ７ 号

令和４年度宇部市下水道事
業会計補正予算（第２回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ８ 号

令和４年度宇部市水道事業
会計補正予算（第３回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ６ 号

令和４年度宇部市農業集落
排水事業特別会計補正予算
（第３回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ４ 号

令和４年度宇部市国民健康
保険事業特別会計補正予算
（第２回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ５ 号

令和４年度宇部市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第２回）

原 案 可 決

原 案 可 決

議 案
第 １ ３ 号

令和４年度宇部市介護保険
事業特別会計補正予算（第
３回）

原 案 可 決

議 案
第 １ ２ 号

令和４年度宇部市一般会計
補正予算（第１１回）
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収入及び支出額を実施見込みに合わせて補

正するものであり、必要やむを得ないもの

と認めた。

議 案
第 １ ９ 号

令和４年度宇部市交通事業
会計補正予算（第２回）

原 案 可 決


